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本日お伝えすること

（１） 自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連携

（２） 事例紹介
多重債務を抱えた男性の生活再建

 ～生活保護を活用した連携事例～

（３） 参考資料



１ 自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連携
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自殺の原因・動機別自殺者数の年次推移

経済問題
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令和４年の自殺者 
21,881 人のうち、
経済・生活が原因・
動機としてあげられ
た者 は4,697人に
及ぶ。



https://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai21/siryou1-1.pdf
参考：多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向（令和5年6月2日）
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多重債務が原因とみられる自殺者数

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai21/siryou1-1.pdf


〇緊急小口貸付
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、

   少額の費用をお貸しします。
   ＊貸付上限額 20万円以内

〇総合支援資金
   生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。
   貸付期間：原則3ヶ月以内
   ＊貸付上限額
   （二人以上世帯）月20万円以内
   （単身世帯）月15万円以内

令和5年1月から
償還開始～

＊確定値

貸付決定件数
382.3万件

貸付決定額
1兆4,431億円

申請期間（終了） 令和2年3月25日～令和4年9月末

コロナ禍措置生活福祉資金貸付制度（特例貸付）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
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特例貸付の償還免除・猶予申請について ＊申請先/社会福祉協議会

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html


特例貸付の返済免除申請

・死亡免除申請 ９３件（令和５年３月末時点）
（内）自殺による死亡「１３件」（添付の死亡診断書より）

・１２月２８日頃に低体温、低栄養のため死亡「１件」

（月刊福祉７月号特集記事より）

＊滋賀県社会福祉協議会の報告

特例貸付「死亡による返済免除」（滋賀県）
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参考：生活困窮者自立支援制度と自殺対策施策との連携について」の 一部改正について（通知）
令和５年３月20日 https://www.mhlw.go.jp/content/001074954.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001074954.pdf


（抜粋）生活困窮者自立支援制度等と自殺対策施策との連携について

• 自殺は、倒産、失業、多重債務等の経済・生活問題、病気の悩み等の健康問題、

人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人の

性格傾向、 家族の状況、死生観などが複雑に関係しており、自殺を防ぐためには、

精神保健の視 点だけでなく本人の経済・生活面や人間関係等に係る視点を含

めた包括的な生きる支援を展開することが重要である。このような包括的な取組

を実施するためには、様々な分野の支援者や組織が密接に連携する必要がある。

• 「自殺総合対策大綱」において、「「多重債務問題改善プログラム」 に基づき、多

重債務者に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸付の充実を図

る。」とされており、そのセーフティネット貸付の一つとして、生活困窮者に対して資

金の貸付と必要な相談支援を行う生活福祉資金貸付制度が位置づけられてい

る。そのため、生活福祉資金貸付制度についても、法に基づく支援と同様に自殺

対策としっかりと連携することが重要である。
9



多重債務を抱えた男性の生活再建

～生活保護を活用した連携事例～
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Copyright ©2023 JSCP. All rights reserved.

２ 事例紹介



• 50代 男性

• アパート入居（単身世帯）

• 無職

• 多重債務

知人に連れられ
自立相談支援窓口に相談来所

• 電気工として自営業であったが、不景気の影響を受け廃業した。
• 就職活動をするが自分に合う仕事が見つからず気力を失った。
• 電気工事の仕事を単発で受けて日銭を稼いでいる。
• 自営業での多額の借金があり返済が出来ない状況。
• 家賃が払えず１年近く滞納し、車のローンも半年滞納している。
• 離婚後は一人暮らしで家族はなく、頼れる身内がいない。
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事例の概要 ＊個人情報については加工しています



〇困りごと、状況を丁寧に伺う

⚫ 借金があるため、家計改善支援員も同席して

自立相談支援員と一緒に聞き取りをする
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支援内容 ①相談の聞き取り（新規相談の受付）

家計改善支援員 自立相談支援員



〇収入がないため生活保護申請を助言

⚫ ケースワーカーから生活保護の説明

⚫ 生活再建のためにも申請を促す

⚫ 生きる気力を失っているためか申請を拒否される
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支援内容 ②生活保護へのつなぎ

どうせ何しても無理や・・・



〇多額の債務があったので債務整理を助言

⚫ 弁護士事務所に連絡し相談予約

⚫ 翌日、家計改善支援員が弁護士事務所に同行し相談

⚫ 弁護士が受任
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支援内容 ③債務整理

方針：自己破産申請
※費用は法テラス活用



債務整理：弁護士受任の流れ

①相談者と面談し聞き取り
「安心してお話しください」

②相談者から受任
「結構、払ってるね。引き受けるよ！」

③業者へ受任通知を送付
「私が引き受けました。」

④業者と交渉
「取引履歴を送ってね。」



◎民事法律扶助業務
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、
必要な場合、裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替えを行なう制度です。

◎一般法律相談援助
収入と資産が資力基準以下の方が対象です（刑事事件に関する相談は対象外）。
法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所
でもご利用いただけます。
また、一定の条件を満たす方については、出張法律相談が可能です。

◎特定援助対象者に対する援助
高齢・障がい等で認知機能が十分でない方を対象に資力にかかわら
ず、福祉機関等の支援者の方からのお申込みで弁護士・司法書士が
ご自宅や入所施設等への出張法律相談を行う援助です。

●相談先「法テラス」0570-078374
参考・法テラスHP https://www.houterasu.or.jp/index.html

民事法律扶助制度（日本司法支援センター法テラス）
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https://www.houterasu.or.jp/index.html
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自殺未遂 救急搬送

〇弁護士事務所に遺書のFAXが届く

〇アパートに急行し間一髪で自殺を食い止める

⚫ 自殺対策の保健師に連絡しアパートに急行

⚫ 小さな窓から呼び続ける

⚫ フラフラの本人がカギを開け倒れこむ

⚫ 救急車と警察に連絡し病院に搬送

⚫ 診察の結果、命に別状なし

⚫ 入院が出来ないため知人宅に頼み泊めてもらう



〇本人の思い

⚫ お世話になった人に自己破産するとは言えない

⚫ 不義理はしたくない

⚫ 死んで、生命保険で返したい

⚫ 生活保護を受けてまで生きていたくない
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孤独 気力減退 不眠
役に立たない・・・

自殺未遂の理由



支援会議の開催

〇相談者の自殺未遂を受け、再企図を防ぐため関係機関が

集まり支援会議（生活困窮者自立支援法第9条）を実施する
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会議の構成員に対する守秘義務を設けることで、構成員同士 
が安心して生活困窮者に関する情報の共有等を行うことを可
能 とするものであり、地域において関係機関等がそれぞれ把握
してい る困窮が疑われるような個々のケースの情報の共有や、
地域における必要な支援体制の検討を行うもの

本人同意がなくても
情報共有が可能

1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

漏洩

支援会議
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重層的支援体制整備事業 生活困窮自立支援制度

会議体 支援会議 重層的支援会議 支援会議 支援調整会議

根拠法令
社会福祉法
第106条の６

なし
生活困窮者

自立支援法第9条
なし

対象者
生活課題を抱える地域住

民及び
その世帯

重層的支援体制
整備事業の利用者

生活困窮者
生活困窮者自立支援制度

の利用者

本人同意 不要 必要 不要 必要

守秘義務の
根拠（有無）

有（同法第106条の６⑤） なし 有（同法第9条⑤） なし

罰則
1年以下の懲役又は100
万円以下の罰金（同法第130

条の６）

ー
1年以下の懲役又は100
万円以下の罰金（同法第28

条）

ー

設置主体 市町村
福祉事務所設置自治体
（困窮制度主管部局）

主に
自立相談支援機関



支援会議の開催

〇支援会議の構成員は固定ではなく、ケース毎に関係者を集める。
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参加機関 活用制度・役割

社会福祉課 生活保護の申請

健康推進課 メンタルヘルス対応
医療機関への受診調整

弁護士 債務整理

社会福祉協議会 地域活動への参加の促し・見守り

自立相談支援機関（事務局） 関係機関の連絡調整・家庭訪問
・自立相談支援員
・家計改善支援員



〇決心されて生活保護申請をする

⚫ 自殺未遂に至った思いを職員や保健師に話されたことで

 安心されたのか、生活保護を受けて生活再建をしようと思われた。

生活再建 ①生活保護の申請
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本当に親身になってくれた
だから素直に相談しようと思えた



生活再建 ②孤立を防ぐ
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〇男性が孤立しないように、関係機関が手分けして訪問する

⚫ 健康推進課

- 保健師が自宅訪問や電話による傾聴をする

- 「眠れない」ため精神科の受診同行をする

⚫ 社会福祉協議会

- 地域のボランティア活動の案内

⚫ ケースワーカー、自立相談支援機関

- 家庭訪問・関係機関の情報共有/連絡調整



〇債務整理の結果、自己破産（免責決定）を受ける

⚫ 債務整理の弁護士費用については法律扶助制度を活用

⚫ 債務整理終了時に生活保護受給しているので返済免除となる。

生活再建 ③債務整理

24

参考：金融庁 多重債務者相談の手引き ～「頼りになる」相談窓口を目指して～ 

https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20110831-1/01.pdf

https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20110831-1/01.pdf


〇医師の意見書で就労可能となり就労支援を行う

⚫ 福祉事務所の就労支援員が相談者に寄り添って対応

⚫ 市役所内に設置したハローワークの常設窓口を利用

⚫ ハローワークと市の就労支援員が連携して支援する

⚫ 電気配線の仕事が決まり就職

→特定求職者雇用開発助成金

（生活保護受給者等雇用開発コース）が決定

生活再建 ④就労支援
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.htm

参考：厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.htm


〇就職により収入が安定し生活保護から自立する

⚫ 福利厚生もある会社で安心して働く

⚫ 自立後は見守りも含め、再度の多重債務に陥らないように

家計管理ができるよう家計改善支援事業を利用する

⚫ 公営住宅に入居が決定し転居する

生活再建 ⑤生活保護からの自立
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支援のながれ

相談受付 生活保護受給 生活保護からの自立

生活困窮者 被保護者 生活困窮者

生活困窮者自立支援法に
基づく支援

生活保護法に基づく支援 生活困窮者自立支援法に
基づく支援
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現行の連携通知上は、こうした支援の切れ目が生じないよう、福祉事務所への同行支援、自立相談支
援機関から福祉事務所に対する相談受付・申込票等の共有による円滑な引継ぎ、個々の状況等に応
じて、自立相談支援機関側での一定期間のフォローアップ等を求めている。
＊社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第２１回）資料２より抜粋

〇平成30年10月１日付け事務連絡「生活困窮者自立支援制度と関係制度との連携について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000362597.pdf

〇生活困窮者自立支援制度に係る 自治体事務マニュアル （令和５年5月18日 第 13版）49頁参照

https://www.mhlw.go.jp/content/001165350.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000362597.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001165350.pdf


男性が自殺に追い込まれた心理

• 自分は役に立たない、価値がない人間

• どうせ何をしても無駄

• だれにも相談できず孤立

• 自殺が唯一の解決方法
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弁護士へのFAX
「死にたい」、でも「助けてほしい」



生きづらさをかかえる人への支援

〇相談者の対応で心がけていること

⚫ 相談者の悩みや困りごとに真摯に耳を傾ける

⚫ 相談者の状況を受け止めて思いを共感する

⚫ 自殺未遂について批判や説教をしない

〇生きることの支援について

⚫ 相談者が抱えている課題に対し必要な支援や社会資源が

 活用できるかを一緒に考える

⚫ 安心して相談できる人とのつながりをつくる

⚫ 安心して過ごせる場所など地域とのつながりをつくる

⚫ 庁内関係課や地域の関係機関とチーム支援をする
29

相談者の人生や生き様
を否定しない



おねがい

自殺総合対策大綱（5頁抜粋）

～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～ 

自殺の背景ともなる生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、

自殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支援の窓口につなぐことや、

自立相談支援の窓口で把握した自殺の危険性の高い人に対して、 自殺対策の相談

窓口と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進めることなど、生活困窮者

自立支援制度も含めて一体的に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していく

ことが重要である。 
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自殺対策に重要な「生きることの包括的な支援」の視点をもって
生活困窮者支援の取組みをいただくようお願いします。



参考資料
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重層的支援体制整備事業と自殺対策との連携について

自殺対策施策と重層的支援体制整

備事業とが、対象者本人やその世帯

の状況や意向と各々の支援者の

専門性に応じて、しっかりと連携し支

援を進めることが重要となります。 
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https://www.mhlw.go.jp/content/jimuren0329-2.pdf

事務連絡（令和3年3月29日）

https://www.mhlw.go.jp/content/jimuren0329-2.pdf


https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/kitei/pdf/jimurenn031207kaigi-jisatsu.pdf

33

重層的支援体制整備事業実施市町村
におかれては、自殺念慮者等への支援
を検討する場合には、重層的支援会
議・支援会議の枠組みを活用し、
個々の支援ニーズに応じて地域の関係
部署・機関に対し積極的な参画を求め
るとともに、
自殺対策の庁内連携会議等と組み合
わせて開催するなど、自殺対策関係部
局の積極的な参画を引き続きお願い
いたします。

自殺念慮者等支援における重層的支援会議・支援会議の活用

事務連絡（令和３年１２月７日）

https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/kitei/pdf/jimurenn031207kaigi
https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/kitei/pdf/jimurenn031207kaigi-jisatsu.pdf


支援情報検索サイト
悩み別、方法別、地域別ごとの相談窓口検索
https://shienjoho.go.jp/

まもろうよ こころ
相談窓口、ゲートキーパー、自殺対策の取り組みなどの情報をわかりやすくまとめた
サイト
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

こころの耳
働く方やそのご家族、職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などに向け
て、メンタルヘルスケアに関するさまざまな情報や相談窓口を提供している、働く人
のメンタルヘルス・ポータルサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/

自殺対策に関連する窓口（厚生労働省サイト）
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• 自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して

「孤独・孤立」を防ぎ、必要な支援につなげることが重要で

す。１人でも多くの方に、このような役割を担う「ゲートキー

パー」としての意識を持っていただき、専門性の有無にか

かわらず、それぞれの立場でできることから行動を起こして

いただけるよう、この度、いのち支える自殺対策推進セン

ター（JSCP）では、自治体職員（自殺対策担当部署の他、

教育委員会等を含む）を対象とした「ゲートキーパー」に

関するe-ラーニング教材を作成しました。

• 各自治体で庁内関係部署等の職員を対象にゲートキー

パー研修等を実施される際には、ぜひ本教材をご活用くだ

さい。

• なお、本研修教材は自治体職員を対象に作成されたもの

ですが、ゲートキーパーについてご関心のある一般の方に

もご覧いただけるよう、YouTubeで動画を公開しています。

ただし、e-ラーニング上の確認テストを受けることはできま

せんので、下記のリンクから「確認テスト出題内容」をご確

認ください。（回答は表示していません。）
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自治体職員向けゲートキーパー研修 eラーニングについて

https://jscp.or.jp/community/gatekeeper.html

https://jscp.or.jp/community/gatekeeper.html


こころのオンライン避難所 https://jscp.or.jp/lp/selfcare/
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JSCPニュースレター

登録は
こちら

ニュースレターのお知らせ
自殺対策の「いま」を届けるJSCPニュースレターにご登録ください。

登録は簡単、メールアドレスを入力いただくだけです。

https://jscp.or.jp/newsletter/

37

https://jscp.or.jp/newsletter/
https://jscp.or.jp/newsletter/


Copyright ©2023 JSCP. All rights reserved.


	スライド 0
	スライド 1: 本日お伝えすること
	スライド 2: １　自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連携
	スライド 3: 自殺の原因・動機別自殺者数の年次推移
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9: （抜粋）生活困窮者自立支援制度等と自殺対策施策との連携について
	スライド 10: 多重債務を抱えた男性の生活再建 ～生活保護を活用した連携事例～ 
	スライド 11
	スライド 12: 支援内容　①相談の聞き取り（新規相談の受付）
	スライド 13: 支援内容　②生活保護へのつなぎ
	スライド 14: 支援内容　③債務整理
	スライド 15: 債務整理：弁護士受任の流れ
	スライド 16: 民事法律扶助制度（日本司法支援センター法テラス）
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19: 支援会議の開催
	スライド 20
	スライド 21: 支援会議の開催
	スライド 22: 生活再建　　①生活保護の申請
	スライド 23: 生活再建　②孤立を防ぐ
	スライド 24: 生活再建　　③債務整理
	スライド 25: 生活再建　④就労支援
	スライド 26: 生活再建　⑤生活保護からの自立
	スライド 27: 支援のながれ
	スライド 28: 男性が自殺に追い込まれた心理
	スライド 29: 生きづらさをかかえる人への支援
	スライド 30: おねがい
	スライド 31: 参考資料  
	スライド 32:  重層的支援体制整備事業と自殺対策との連携について 
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35: 自治体職員向けゲートキーパー研修 eラーニングについて
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38

